
12広報とよおか　2006.9.25

老
齢
年
金
等
（
老
齢
ま
た
は
退

職
を
支
給
事
由
と
す
る
年
金
）
に

は
、
所
得
税
法
上
、「
雑
所
得
」

と
し
て
所
得
税
が
か
か
り
ま
す

（
障
害
年
金
や
遺
族
年
金
に
は
税

金
は
か
か
り
ま
せ
ん
）。

所
得
税
は
受
取
る
年
金
か
ら
源

泉
徴
収
さ
れ
ま
す
が
、
源
泉
徴
収

の
対
象
と
な
る
の
は
年
金
額
が
1

5
8
万
円
（
65
歳
未
満
の
方
は
1

0
8
万
円
）
以
上
の
方
の
み
で
す
。

所
得
税
に
は
、
納
税
者
の
税
を

負
担
す
る
能
力
に
応
じ
た
課
税
を

行
う
た
め
に
各
種
の
控
除
が
設
け

ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
控
除
を
受

け
る
た
め
に
は
、
公
的
年
金
等
に

係
る
源
泉
徴
収
の
際
に
、
あ
ら
か

じ
め
『
公
的
年
金
等
の
受
給
者
の

扶
養
親
族
等
申
告
書
（
ハ
ガ
キ
）』

（
以
下
、「
扶
養
親
族
等
申
告
書
」

と
い
い
ま
す
）
を
、
社
会
保
険
庁

に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

こ
の
扶
養
親
族
等
申
告
書
は
、

毎
年
10
月
下
旬
に
社
会
保
険
業
務

セ
ン
タ
ー
か
ら
、
対
象
と
な
る
年

金
受
給
者
に
送
付
さ
れ
ま
す
。
必

要
事
項
を
記
入
の
上
、
社
会
保
険

業
務
セ
ン
タ
ー
へ
す
み
や
か
に
返

送
し
て
く
だ
さ
い
。
な
お
、
提
出

期
限
は
、
12
月
1
日
で
す
。

扶
養
親
族
等
申
告
書
が
届
か
な

い
場
合
や
紛
失
し
て
し
ま
っ
た
場

合
な
ど
に
は
、
兵
庫
社
会
保
険
事

務
局
豊
岡
事
務
所
に
問
い
合
わ
せ

く
だ
さ
い
。

扶
養
親
族
等
申
告
書
は
、
所
得

税
の
控
除
を
受
け
る
た
め
の
大
切

な
届
出
書
で
す
。
申
告
書
が
提
出

さ
れ
な
い
と
、
控
除
申
告
が
な
い

も
の
と
し
て
扱
わ
れ
ま
す
の
で
、

忘
れ
ず
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

国
民
年
金
保
険
料
の
納
め
方
に

は
、
毎
月
納
め
て
い
く
ほ
か
に
、

1
年
分
や
6
カ
月
分
を
一
括
し
て

前
払
い
で
納
め
る
方
法
（
前
納
）

も
あ
り
ま
す
。
そ
の
場
合
、
毎
月

納
め
る
よ
り
も
保
険
料
額
が
割
引

か
れ
、
さ
ら
に
口
座
振
替
と
併
せ

る
と
、
割
引
額
が
増
額
し
ま
す
。

（
下
表
参
照
）

※
一
部
納
付
や
全
額
保
険
料
免
除

は
事
前
に
「
申
請
免
除
」
の
手

続
き
が
必
要
で
す
。「
申
請
免

除
」
の
手
続
き
を
し
、
承
認
を

受
け
た
方
が
対
象
と
な
り
ま
す
。

保
険
料
を
現
金
で
前
払
い
（
前

納
）
す
る
に
は
「
納
付
書
」
が
必

要
と
な
り
ま
す
。
ま
た
、
口
座
振

替
を
併
せ
て
利
用
を
希
望
さ
れ
る

方
は
、
あ
ら
か
じ
め
口
座
振
替

の
手
続
き
も
必

要
と
な
り
ま

す
。
い
ず
れ
も
、

早
め
に
兵
庫
社

会
保
険
事
務
局

豊
岡
事
務
所
へ

問
い
合
わ
せ
く

だ
さ
い
。

免
除
を
受
け
た
期
間
や
、
学
生

納
付
特
例
お
よ
び
若
年
者
納
付
猶

予
を
受
け
て
い
た
期
間
は
、
保
険

料
を
全
額
納
付
し
た
と
き
に
比
べ

る
と
、
将
来
の
老
齢
基
礎
年
金
額

が
少
な
く
な
り
ま
す
。

そ
こ
で
、
こ
れ
ら
の
期
間
は
10

年
以
内
で
あ
れ
ば
後
か
ら
保
険
料

を
納
め
る
こ

と
（
追
納
）

が
で
き
ま
す

の
で
、
将
来

の
年
金
額
の

増
額
に
向
け

て
、
追
納
制

度
を
利
用
く

だ
さ
い
。

―
国
民
年
金
保
険
料

納
付
者
の
方
へ
―

前
払
い
（
前
納
）
や

口
座
振
替
を
す
る
と

保
険
料
が
割
引
き
さ
れ
ま
す

■
前
払
い（
前
納
）す
る
に
は

―
免
除
・
学
生
納
付
特
例
・
若
年
者
猶
予
期
間
の
あ
る
方
へ
―

保
険
料
の
追
納
が
で
き
ま
す

■平成18年度追納額
（追納加算額は毎年変更）

■保険料一覧表

―
年
金
受
給
者
の
方
へ
―

扶
養
親
族
等
申
告
書
の

提
出
を
お
忘
れ
な
く

納付月数
・

支払方法等

定　額

保険料

申　請　免　除　制　度

一　部　納　付 全 額 保
険料免除

（若 年 者）
（納付猶予）

3／4
保険料

半　額
保険料

1／4
保険料

1
カ
月
分

現金
支払
（月々）

13,860円 10,400円 6,930円 3,470円 0円

口振
前納

（割引額）

13,810円
（50円）

※口座振替による前納
制度はありません。

－
6
カ
月
分

現金
支払

（月々計）
83,160円 62,400円 41,580円 20,820円

現金
前納

（割引額）

82,480円
（680円）

61,890円
（510円）

41,240円
（340円）

20,650円
（170円）

口振
前納

（割引額）

82,220円
（940円）

※口座振替による前納
制度はありません。

追納する額
追納月額

全　額
保険料

半　額
保険料

平成 8 年度
（10年を経
過していな
い分に限る）

16,480円

－平成 9 年度 16,260円
平成10年度 16,010円
平成11年度 15,400円
平成12年度 14,800円
平成13年度 14,230円
平成14年度 13,690円 6,840円
平成15年度 13,490円 6,740円
平成16年度 13,300円 6,650円
平成17年度 13,580円 6,790円
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1
カ
月
の
医
療
費
の
自
己
負
担

額
（
食
事
代
や
保
険
が
適
用
さ
れ

な
い
分
は
除
く
）
が
高
額
に
な
っ

た
場
合
、
市
の
窓
口
に
申
請
し
て

認
め
ら
れ
る
と
限
度
額
を
超
え
た

分
が
後
日
、
高
額
療
養
費
と
し
て

支
給
さ
れ
ま
す
。

な
お
、
医
療
費
を
支
払
っ
て
か

ら
2
年
を
過
ぎ
る
と
支
給
さ
れ
ま

せ
ん
の
で
、
忘
れ
ず
に
申
請
し
て

く
だ
さ
い
。

ま
た
、
70
歳
未
満
の
方
と
70
歳

以
上
の
方
で
は
限
度
額
が
異
な
り

ま
す
が
、
70
歳
未
満
の
方
（
老
人

保
健
の
方
は
除
く
）
の
限
度
額
が

平
成
18
年
10
月
1
日
診
療
分
か
ら

次
の
よ
う
に
変
更
に
な
り
ま
す

（
70
歳
以
上
の
方
の
限
度
額
に
つ

い
て
は
、
市
広
報
7
月
10
日
号
を

ご
覧
く
だ
さ
い
）。

同
じ
方
が
、
同
じ
月
内
に
、
同

じ
医
療
機
関
に
支
払
っ
た
自
己
負

担
額
が
限
度
額
を
超
え
た
場
合
が

対
象
で
す
。

外
来
・
入
院
は
別
計
算
し
ま
す
。

一
つ
の
世
帯
内
で
同
じ
月
に
2

1
、
0
0
0
円
以
上
の
自
己
負
担

《
申
請
・
問
合
せ
》

▽
市
民
課
国
保
医
療
係
ま
た
は
各

総
合
支
所
市
民
生
活
課

額
を
複
数
回

支
払
い
、
そ

れ
ら
を
合
わ

せ
て
限
度
額

を
超
え
た
場

合
も
対
象
と

な
り
ま
す
。

1
カ
月
の
医
療
費
が
自
己
負
担

限
度
額
を
超
え
る
と
見
込
ま
れ
、

支
払
が
困
難
な
場
合
、
高
額
療
養

費
分
を
兵
庫
県
国
民
健
康
保
険
団

体
連
合
会
が
医
療
機
関
に
一
時
立

替
え
し
、
受
診
者
の
支
払
額
を
限

度
額
（
食
事
代
や
保
険
が
適
用
さ

れ
な
い
分
は
除
く
）
に
す
る
制
度

で
す
。

こ
の
制
度
を
利
用
さ
れ
る
に
は

月
ご
と
に
市
の
窓
口
に
申
請
が
必

要
と
な
り
ま
す
。

医
療
機
関
に
よ
っ
て
は
制
度
利

用
の
受
付
を
さ
れ
な
い
場
合
、
ま

た
、
受
け
付
け
締
切
日
な
ど
も
あ

り
ま
す
の
で
事
前
に
医
療
機
関
に

相
談
く
だ
さ
い
。

た
だ
し
、
承
認
を
受
け
た
月
か

ら
起
算
し
て
3
年
目
以
降
に
追
納

す
る
と
、
当
時
の
保
険
料
に
経
過

期
間
に
応
じ
た
加
算
額
が
上
乗
せ

さ
れ
ま
す
。

年
金
相
談
窓
口
を
次
の
と
お
り

時
間
延
長
し
ま
す
。

な
お
、
お
越
し
の
際
に
は
、
年

金
手
帳
な
ど
基
礎
年
金
番
号
の
わ

か
る
も
の
を
持
参
く
だ
さ
い
。

●
10
月
14
日（
土
）は

午
前
9
時
30
分
〜
午
後
4
時

●
10
月
2
日（
月
）・
10
日（
火
）・

16
日（
月
）・
23
日（
月
）・
30
日

（
月
）は

午
前
8
時
30
分
〜
午
後
7
時

国
民
健
康
保
険
か
ら
の
お
知
ら
せ�

国
民
健
康
保
険
か
ら
の
お
知
ら
せ�

《
問
合
せ
》

▽
兵
庫
社
会
保
険
事
務
局
豊
岡

事
務
所
蕁
22
―
3
1
9
6

▽
市
民
課
市
民
係
ま
た
は
各
総

合
支
所
市
民
生
活
課

年
金
相
談
窓
口
を
時
間
延
長

兵
庫
社
会
保
険
事
務
局
豊
岡

事
務
所
か
ら
の
お
知
ら
せ

医
療
費
が
高
額
に

な
っ
た
と
き
は
？

高
額
療
養
費
支
払
資
金

貸
付
制
度
に
つ
い
て

平
成
18
年
10
月
1
日
診
療
分
か
ら

70
歳
未
満
の
方（
老
人
保
健
の
方
は
除
く
）

の
自
己
負
担
限
度
額
が
変
わ
り
ま
す

自己負担限度額（1カ月当たり）

※1 世帯内の国民健康保険被保険者の合計所得金額が670万円（平成18年10月1日か
らは600万円以上の世帯）

◎特定疾病療養受療証の交付を受けている上位所得者の方は、人工透析についての
自己負担限度額が10,000円から20,000円になります。

区　 分
過去12カ月間に高額療養費の支給があった回数

3回目まで 4回目以降

改正年月日 平成18年
9月30日まで

平成18年
10月1日から

平成18年
9月30日まで

平成18年
10月1日から

上位所得者
※1

139,800円
＋466,000円
を超えた
医療費の1％

150,000円
＋500,000円
を超えた
医療費の1％

77,700円 83,400円

一　　　般

72,300円
＋241,000円
を超えた
医療費の1％

80,100円
＋267,000円
を超えた
医療費の1％

40,200円 44,400円

市 民 税 非

課 税 世 帯
35,400円 35,400円 24,600円 24,600円


